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船舶事故調査報告書 

                             平成３０年９月１９日 

                     運輸安全委員会（海事専門 部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗組員負傷 

発生日時 平成２９年１０月３１日 １３時４５分ごろ 

発生場所 三重県四日市港第１区第１ふ頭３号岸壁 

四日市港東防波堤南灯台から真方位２５９°１,７８０ｍ付近 

（概位 北緯３４°５６.９′ 東経１３６°３８.４′） 

事故の概要  アスファルト運搬船第八熱
あつ

田
た

丸は、着岸中、係船補助索の巻取り作

業を行っていた航海士が、左腕を係船補助索と係船機軸受け台との間

に挟まれて負傷した。 

事故調査の経過 平成２９年１１月２日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等  

 

アスファルト運搬船 第八熱田丸、７４７トン 

１３５８６２、コスモ海運株式会社（Ａ社） 

６９.９８ｍ×１２.００ｍ×５.００ｍ、鋼 

ディーゼル機関、１,３２３kＷ、平成８年１２月１１日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ４９歳 

 三級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 平成１５年１２月３日 

免 状 交 付 年 月 日  平成２７年１２月１１日 

免状有効期間満了日 平成３０年１２月１５日 

航海士Ａ 男性 ３３歳 

 三級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 平成１７年１１月２２日 

免 状 交 付 年 月 日  平成２７年１１月１１日 

免状有効期間満了日 平成３２年１月１９日 

 死傷者等 重傷 １人（航海士Ａ） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北西、風速 約４m/s 

海象：海上 平穏 

 事故の経過  本船は、船長及び航海士Ａほか４人が乗り組み、平成２９年１０月

３１日１２時５０分ごろ四日市港第３区の錨地を抜錨して同港第１区

第１ふ頭３号岸壁に向かい、１３時４０分ごろ、ヘッドライン、スタ
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ンライン及びスプリングライン２本をそれぞれ同岸壁のビットに取

り、左舷着けで着岸した。 

 船長は、船橋からマイクで着岸作業終了をアナウンスした。 

 航海士Ａは、時間に余裕があり、まだ岸壁に綱取り作業員がいたの

で、出港時、‘綱放し作業員がいない場合でも船上から岸壁のビット

の索を放すことができるよう係船補助索（直径約５０㎜、ナイロン

製、以下「本件索」という。）をバイトに取る（船側から繰り出した

索を岸壁のビットに回し掛け、同索の端を船のボラードに係止するこ

と）作業’（以下「本件バイト作業」という。）を行うこととした。

（図１参照） 

 

 

 

 

 

 

図１ バイトの概念図 

航海士Ａは、一緒に船尾部署配置についていた機関長から本件バイ

ト作業を手伝う旨申出があったものの、機関長には機関停止の作業を

優先してもらおうと思い、気を遣って１人で大丈夫と告げた。 

 航海士Ａは、後部甲板の左舷側で、係船機遠隔操作レバー（以下

「本件レバー」という。）を操作して本件索用のホーサードラム（以

下「本件ドラム」という。）から本件索を１０数ｍ繰り出し、中間部

を綱取り作業員に渡して岸壁のビットに回し掛けさせ、本件索の端を

ボラードに係止した後、‘繰り出した余分な本件索を本件ドラムに巻

き取る作業’（以下「本件巻取り作業」という。）に取り掛かった。 

航海士Ａは、本件レバーを操作して本件索をゆっくり巻き取り始め

たところ、本件索が緩んだ状態で本件ドラムに巻かれそうになったの

を認めた。 

航海士Ａは、本件ドラムを回転させた状態で本件ドラムの船尾側に

移動し、本件索を両手で持ち、張りを持たせながら本件ドラムに巻き

取らせていたところ、本件索と共に左手が巻き込まれ、その弾みで左

腕が本件索と共に本件ドラムのつば
．．

を越えて係船機軸受け台（以下

「本件台」という。）の上に落下し、左腕を本件索と本件台との間に

挟まれた。 

 左舷中央部付近で本船の係船状況を確認していたもう１人の航海士

は、船尾部から助けを求める大声を聞いて船尾部に急行したところ、

本事故の発生を知り、本件レバーを中立の位置に操作して他の乗組員

に大声で知らせた。 

 船長は、船橋で作業をしていたときに大声を聞いてウィングに出た

 

岸壁 ビット 

船首方 ボラード 

本件索 

本件ドラムへ 
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ところ、航海士Ａが負傷したことを知り、船尾部に急行し、本件索を

ナイフで切断して航海士Ａを救助し、応急手当を行って乗組員に救急

車の要請を指示し、海上保安庁及びＡ社に本事故発生の連絡を行っ

た。 

 航海士Ａは、救急車で病院に搬送され、左上腕切断等と診断され

た。 

（付図１ 事故発生場所概略図、付図２ 本件索の繰出し時の状況、

写真１ 後部甲板左舷側の機器配置状況、写真２ 航海士Ａが本件

索を持っていた状況（再現）、写真３ 本事故発生状況（再現） 

参照） 

 その他の事項 本船は、抜錨前の打合せにおいて、翌日の出航までに本件バイト作

業を行うことが決められていた。 

本件バイト作業は、原則、２人で行うことになっていたが、乗組員

の中には機関部の仕事などを優先してもらうときなどに気を遣って単

独で行う者もいた。 

航海士Ａは、Ａ社の船舶に約１２年の乗船経験を有し、本件バイト

作業に慣れており、年に数回、単独で本件バイト作業を行っていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、四日市港第１区第１ふ頭３号岸壁において本件バイト作業

中、航海士Ａが、単独で本件巻取り作業を行う際、本件索を持ってい

た左手が回転する本件ドラムに巻き込まれたことから、左腕が本件索

と共に本件ドラムのつば
．．

を越えて本件台の上に落下し、左腕を本件索

と本件台との間に挟まれて負傷したものと考えられる。 

 航海士Ａは、本件索が緩んだ状態で本件ドラムに巻かれそうになっ

たのを認めたことから、本件索に張りを持たせようとして本件ドラム

を回転させた状態で本件ドラムの船尾側に移動し、本件索を両手で持

ったものと考えられる。 

航海士Ａは、機関長から本件バイト作業を手伝う旨申出があった

際、機関長に機関停止の作業を優先させようとして気を遣ったことか

ら、単独で本件巻取り作業を行ったものと考えられる。 

原因 本船は、四日市港第１区第１ふ頭３号岸壁において本件バイト作業

中、航海士Ａが、単独で本件巻取り作業を行う際、本件索を持ってい

た左手が回転する本件ドラムに巻き込まれたため、左腕が本件索と共

に本件ドラムのつば
．．

を越えて本件台の上に落下し、左腕を本件索と本

件台との間に挟まれたことにより発生したものと考えられる。 

再発防止策 

 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 
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 ・船舶所有者及び船長は、係船機でホーサーの繰出し及び巻取り作

業を行わせる場合、ホーサーを操作する者と係船機操作レバーを

操作する者を配置し、作業者の手が係船機に巻き込まれそうにな

るなど異常があった際に係船機を直ちに停止できる作業体制をと

ること。 

 ・船長は、作業者に対して作業上の危険性などについて注意喚起を

行うこと。 
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付図１ 事故発生場所概略図 
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付図２ 本件索の繰出し時の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 後部甲板左舷側の機器配置状況 
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写真２ 航海士Ａが本件索を持っていた状況（再現） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ 本事故発生状況（再現） 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


